
「安八町新型インフルエンザ等対策行動計画（巽） j に制応するパプリックーコメントと町0)考え方 

－意見募集期問：令和8 年3 月3 日〔火）～令和8 年3 月16 日（月） 区意見募＃z黠累： 1 名23 件 

漁見 愆 見 要 旨 憑見に対3-る町の考え ペ－ジ 

1 

亟本的人准の尊亜、その他S 偏見・差別・リスクコミコニI,－ション簿伺か呼び掛 

ける時すペてにっいて粟計画にあるf感染者やその家族、所属~矧對、陬〕摧従上者、 

様々な:4j情によりマスク表用やワク-9 ン接椪が33 きない方、文化や風習が大きく異な 

る外鬮人県民に対する孀見をなくすために感染薪:関する正しい糾讖や多様0琿解に 

努める」は祭民だけの致り維みではなく、自治体において33～肥威すペきで南る。 

ご熹見（二南りますように、 In 計幽の囑屁の取リ爼みは、臣］に33いても取I)組むペき内謇で肪り [懣 

染者やその家族、所属濺閏、匡療19事者、障害特性等によりマスク着朋やワクチン接種がで3333 い 

方，文化や風習が火33 く巽33(33 外国人住民等j．と様'9 な事憐-7'マ7:クを蕊用できない方等に対する差 

別・偏見が起こらないよ3 配慮、惑133 しでまいリます凸 
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21ペ－ジ[陣客特性等］より 「様由な事情」の方がマスクを茗用できないのは陳害 

者だというイメ－ジを｛寺たせず持病や体調を考恵し7:個人の判断による理由も箍広く 

包括でさるので好ましい。 「感染者等」とまとめてしまうと人により対象範圏が狭＜ 

なってしまうため、長くはなるが省略せず記載してほしいu 

3 

小中学校や保育所等、福祉施設などマスクの着月］ができな(町晃（特に子どもや意 

思表示が困難な方は寰恩の恐れや異変に気付き（こくい33:どのほか発逢への影響もある 

のでマスクはさせるペきではない）がいる中で、マスクをするのがよいことで全員す 

るのが当たり前だとする指導をされては困33 '実際にマスクができない于への指導 

(休質で菘けられないと申請しているのに学級会-0話し合って決めたH4%:が「全n マ 

スク着用-1 る」、マスクを着けないなら話して1:9 いけない、別室で授奘を受けさせる 

など）33県内でもいじめや不登校の原因となっていて、そのものが不利益取り扱いで 

釐別で南る。 

4 

偏見－蓋別等への対応3319 ん延33止の凸（ニ〒I｝くペきで33 る。準備崩「①町'SI '部/33 (049 

気・マスクの六用－手洗いの励行・人混みを避ける等の基本的な感染対策33 苫及を図り、住 

民等の理解促進に努め(0 , ］ は良391い。マスク033川をL33 けれは対策L てい＆いかのよ 

うに偏晃を持たれ不利益334:取扱いを33 れて14 た。WH01j'示したこと33 どを受17 圜やl31 [,)マA 

クの了i用が予防になるという発信は行わなくなって(S る。 ［厚生労働省令和7 年度急性呼吸 

器感染症(ARI )驟合刔策（こ開するQ&Aj では、急注呼吸器感染征にかかっないために①外 

出後の9:洗い篳②/19度3339度(0491持③I 分な体(5)とバランスのとれた栄薹撫｛燃．人滉みや繁 

華街への外出を控え33⑤9)内ではこまめに換気をす33⑤7 ク于ン接33を挙げているn またそ 

れとは別に症状h（ある時の対1%で①人況~へ0)外出を控える②咳上チケットの徹底③哇-分な 

休蕊④水分桷紿⑤33療權関の受諍が挙げられている。感染症対策と薔った時に、前捉拭況が 

違うのにこれらめ対筴が一緒くたに詒られ啓窕されていることか誤解を生んでいる部分もあ 

るのではないか。 

(2③では対策と－体に人輊尊重｛j進めなけれぱ菱別が生まれるため、まん延防止｛昌遇を行う 

（こ南たって鏨太的人推の尊）卩の視点は必須で跖る。マスクの着用やワクチン接秤,手指消萍 

ができない人もいて、どんな感染症対策をするかの判斯は人それぞれ-0南る。 

5 

マスクをっ［j：ない判断ができない琢境ということは、 「感染症対策のーっで南る哦 

:L チケットの一っであるマスク着用」と、相当な自由の制限を強いているということ 

をご認識J[1,きたい。咳エチケットにマスク着用が含まれているのは当然で南るので、 

本計画中(0各所の文言も 「マスク着用等の咳；I；チケットj ではなく 「咳エチケット－ 

としてほしいD 
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保進所が磧極的疫学調迸を行う際、聴取Tる事業所に対し哇エチケットで良かったill : 

「マスクをL ていたかどうか」を調 準とす4 ように魂明していた。そのため、マスクが 

石けられない人が咳エチケッ卜を［，ていても濃犀接触者扱いされ1-4-ことになリ、行動制限さ 

れることを熱んだ周囲の人に避けられ仲問外れ（：されるなどぬ差別を受けること4:41 った。 

保懼所に確認すれぱ咳エチケットで大丈大だと西われたが、宝降).-疫学講去0報告を石る事 

羹所担当者には蹄かされて14-4 ら-14 その草準を圜いた人々が多くの場曲でマスクを菘用L てい 

ない人をロめ、忌避した。茸別が繰り返され41 いよう、潛威観察及び生活支援の際！こリスク 

」ミュ：ケ－シ.4 ンや悄報4艮堡で差別事例を拾い卜げ対応してほしい。 

ご恵鼻．をいただいた様に、孩エチケッ卜はマスクに限ら-1 ,ハンカチやテイッシュ、服の袖等で抑 

え4') ことも含まれ7:す。 

国や製の計巫においてもf平時から、 ｛奐気、マA ク扮用等の咳エチケット、手洗い、人澀みを避け 

る等の基本的な感染対策41)瞽歇を図る」と南り、本計画も修疋はいたしよ廿んが、今後モ、マスク以 

外1')対策にっいても岡知L てまいります。 

二 

7 

誰でも感染する可能性がおることだけで414.ti-く、感染源41)特定は往々にL て小可能 

なこと、感染者は加靄吝ではないことも伝え厶くては-41-らIi:い。 

町として、 日丁民が偏見に振り回されず冷静な言勒を保てるかに心を砕いt 欲しいn 

典に人権尊弄41)まちづくりがなされ;'.ことを願う。 

ご戀見をいただいた様に、感染症にっいては、誰もか感盗する可龍性が必ります。そのた1I)感染征 

に隊］する4 しい知識の普及として、人権の尊重〔こ対する117磁、感染予防-健廛管理等にっいて、担当 

課を巾心にJ:］知、魯発に努めてまいりますu 
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情恨提猴・共有、 リスクコミコニケ－シS ンにっいt、差別的取り扱いをすることは 

法41)下の平等を保障した憲法穿414条~こ反し人栫侵害である。 

「偏見・沌別等は、法的壺任在什い得ることや、患者が受診行17:を控える等、感襲痛 

対策の妨げ1:7:4 こと等縫関して啓発するj とあるが、人推侵害は法的負任'7-焦い｛齧 

ることを啓発するのは理解できるが、感染症対策の妨げになることを住民に臀発する 

のは差別禁止4.')本質では'74.＜併記すること［こ違和感が尚る。差別的な取リ扱いが受揄 

控えなど感染1,r-対簍の妨げになるのは瑯解できるが、感染lii:対策の妨げになるから藻 

別的な取り扱い在し-1:はいけないのではなく、人権侵寓だからしてはいけ7::いので南 

るロここの“iがどうも誤解があ45 ように思えて粒らない。 
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偏41 ・差別等｛こ閏する啓発［こっいて担当課は実際に劑策C/)呼ぴかけを行う際に[i 慮 

すべきなので呼びかける課全てが対象に入るべきである。差別への対応は特に平時か 

ら慌報提供を行う総務課・福祉課・教育愛員会－子ども家庭課なども名前を挙げでも 

らいたい。 

1D 

杞踝の作成や保仔及ぴ尖施体制にっいて、総括、柚報公開並びに萄民や第；者によ 

る検証'反乞及ぴ誤りを取り遽すための施策が必要-41:17 る。政府対策本郊が麝止され 

たときはIll)対策本部も速やかに廃止さ才1.45 ことと思うが、記濾－記録が失われるi］可に 

檢l1委員会を設置するなど行動剖幽（こ11 「検議期」を盛り込むべきu 

配緑の作成や保存と検譴（こっいて、 任］は、新型インフルエンザ等か発生した段沿で、対策0)実施（こ 

係4 記録を作成L11 す.-また、 出］行111計幽は、析揖感染旋にっいて新たに47 られた知見等、状況と変 

化｛：合わ.11 -c -必妻な見直しを行うことが巫豐としており、定期的な7 寸口－アップと必宏な見直し 

を交施してまいりま-'1u 
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実施体制にっいて、町対策本部及び霸対策推進会議の搆成口には、経済や人｛荏、 ま 

た、医療倫理学や医療人類学、小児（18蔵米滴）の心理や発違に詳しい者を入れ、医 

学的に正L いとされたことのみ〔こ絶対的1-ic価偃を酉いて判断す0 のではなく社会繼済 

の維持発展や人｛在尊中も常に考感しながら判断L ていく体制とすペきで南る。 「感染 

症に閏する專門的'74.知識-4:有する者その他の学識縄験者」 という奔き方では＼経済や 

人雁'小児の発逆や人-a'の心理〔こっいての專門家は感染症の冉門家より下に位置付け 

られている。医帥免許の訪る者が発言権をもっのではなく、どれも亜要な事項で拓る 

ので多様な分野のエキスバ－トから対等に愆見が取り入れられ議論が尽くされるよう 

［こされたい。 

安八均新型イン7:ルエンザ等刔策推進盒議の構成～にっき烹しては、実際（こ出1梁進盒議が催される 

場台に、ご怠見を器考に構成～を褸紂L'たしますn 16 

]2 

町が［予防接種蝕籐被謇鬻査憂口会を卩水崔し訓廷する。調11-（こ土芍判寓の結異、熔生労働 

大臣への判定由猜か必要となった場合は、県を過じて進〕室するj のは制度を反映しでいない 

のではないかe 市日丁村は「必要書類など卯確詔」を-4-るの泓で「因梁関係を判新する」的｛ま 

疾痛－障窖認定審壹会でめるロ令和7 年7 月7 日（事務辻絡） 『予防接種法1:鏨づく鰹麝波 

害教済制度に鬨して留意いただきた4.'水項):-)いてJ 中にもf当該蛋u会に扮いては、画酊 

村鬣4'らの指示により、主とL て予防接櫨によ4健康被41癸生に際し、坐該率例0痰病の状 

況及び診療内容に閏する資料収裟等といった、当讌水例に開す4 匡学的な見地からの調衙を 

行うものとされており、当該委員会に扣いで予防｝妻種と健庶被害の因果関係の判斷は要して 

」おりま世ん。各自j台体におかれては、予防接趣法11.1遮旨に鎚み、迅速な敦濟が図られる上 

う、当讌通知を踏まえた遅湍な'-I蓬迂を41贖4.'1.4 す。 」11 南る。昭祁52年3 )174衛発第 

186号濘生省公衆衛生局長週知においても「匡学的次見地からの調膏l とは~具体的には、 

当該率例の疾病の状況及び診療内客1:瀾する資料収鑾、必要と考えられる場合の特殊検蠱又 

は剖検の実旅にっいての助西等J となフているロ 

予防羶斡雜麋被窯調-It妥口会において、これま-41伺蚤判定L たのか、判定熟準など7:回将 

してほ［J い。 

~予防接柿法及ぴ結柆予防法の－部を改正する法律の…部等の施行にっいてJ 1昭孤52年3月7日衛 

発大186号厚生書公衆衒生局長通知）に塾-iき、帝日丁村長は、予防)妾徑［こよる健廱被41 0 適 141 かっ円 

滑な処瑾に資するため、 1-防接種健康枝害諷壹妻員会を設霧することとされており、予防接椰による 

杜1.1-被密発土に捺し、挫 17: 0)状況及び診臻4:礬に鬨する資料収襲.必娑と考えりれる場合の特殊捩査 

等の実施にっいて助言等といった、当該*例に侈jする医学的な見地からの調裔を行うものとされてお 

り、些幻で健康被害牧済が生じた41には、県の支援も受け雀がら這切に対応し、邏鞳ない進達に努め 

ます。 

なお、安八町において予防接｛重健廉被害調萱壹口会0111催実攬は訪りません。 

33 
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斬型コロナ0対応において、 37.5℃以上0)体温で高れぽ全-C発熱外来へ行勹て換LI しないと通常1') 

診療が壹けられなかった。騙出血の症状（痾浣へ行っても換姦結果が出1313 で伺もL てもらえなI ', 

骨折で行っでも做殃があったと＝勹て諡撰を断られ柝れたまま帰宅した.灌二の震災の畸~ニは5旌兜が 

やけどの發発熱L ているの1:詳熱剤6,け出され-C属され、やけどO)肉論lこ行ったが熱が南るという浬 

由で部屋に入れてもらえずそ0澄息がな＜なってから箕中治撩室に入ったが控H 死亡しているなど、 

発熱は呼吸器感染症EI ,F0原圄-0:-I)ないにも1,',','わら・＃十分な診涼1,1受けられ客い事例を数多＜見閥 

13 峇L た。生命及17 蝕康に孀大な影礬を与えた1')は感染対籐 枋る。 能殘の瑠災は2024年で訪る。致死 

率－重症化率は十分下かったと分か-,- 1:いる0)にもう必要0)いと露われなかった0)で数年競（J てさた 

感推対策が灘然とつづけウれている。13篤な症状の人が行っても受けられ左い医繚にしでL まったの 

は風州；症拭が｛司か南れぱ全0:新型インフル上ンザ等の感塾写六みなし-c しまったこ六（こ原因が南る° 

診断される 07は患者ではないu 症状10:原国は撮13 南るので、論察荊にコa ナ・k也とL7畏う013岡 

逵っ-c いるc そもそも藩篤ではない泣状のものも全離受i5 して搓i古するように求めた0)が匐逮いで、 

症状か畫篤ではな 合は2~4日国宅療憂 1.1様子を見るとしていれ忸、必娶な人か必要な麾癒を受 

けられたj 

14 

医療機関でもVスクをしていないと洽察膂きないと断るところが肪ったn llJ内匡713對割で」」捌j ?）和 

承めたが匡師はマスク以外(0:畦上チケットを錣め寸［二襄を受けるこ0:が邑＼なかったロ令印b年4J1 

ll 日厚止労哦省*務速措『:31,型:4 冂ナウイ'LIZ感柔・症0感盪症法士10位毯-31711)座更に｛1 ）医操痰洪 

p卜制の移行及び公＃支擴03具体的内客 ついて～ （こおいて「位｛奔づけ蠱更拯13 ,鬱者が発熟や上氤道 

症状を南しでい13又はコロナ7:りj烈L，ている籍L くはその培いが3)13 といっ，：七U）みを潼山とL た靜 

療の拒否は「正当な準由］ ［こ鹿勤L ない」と応13:義務0整0をL てい13 が, 11 0 ク卯打周ができない 

人がいるに13,3,かわらす世の中（はマス130i；用奇 1 115113 (' 1 :4 )撼染者芝！.1：挾われていたた 

め診療0)313否ができると勘遣いされ不利益堰り扱い13 堂1 )4-捌~t』br 

妓阜(0:が令祁7 年3月28 日付け「岐阜県新型イン7ルエンザ等対策行動計画（素案） j （こ対 

す13 県民意兒募集（パプリック‘コメント）の、累の考え方NU l7 と同様の致り扱いとさ 

せていただき麦す。 

医師には正当な理Hが3:615隈り、患者の診察を拒否してはなら33:い応召義務が33 るため、 

閏係団体等と11i携しでこの貞務の徹底を呼び掛けるとともに、柴民（町民）が安心して受診 

できるよう、診療可能な匿療機関のリストを公表します° 

また、発熱患者への対応については、新たな感染症の性状や国（暇）の方針等を踏まえ、 

33:3 巾に検討してまいります冖 

15 

物資の他物資の匏布や備蓄の吁ひか（J について、現イl 研究か追み知晁が燮わ11 I いること 

など換証L、前例茫襲で｛窪な＜効3311の南る対簾をとれるようI:寸べきで南る。平畴からの啓 

発'13 どでも認繊を改めるよう、ワばや哦に対刻る弧迫的33-掛：烈l 矗改斡13 -73,3 別を防止するこ 

とや穿温13維持した｛受気で幼33的な戀染対簍13 す13 こと、 :4 1 ト （然丿1] －維｛寺筏j甲の人年お 

よび時冏等）に対し効果の｛医い乂は逆幼果):な131 蠱｛嫁31策 .3履 iLl 33 こと-13 知ら-7313 ほし 

\\D 

黙食やバーテーション、咳が出なくでもマスクなど現在撰獎されなくなーワた対策 

は、漫然と残')- 0)ではなく必要厶いこと在周知d－ぺきコ 

17 

空気清浄機・換気扇や網戸の設證対策を導入～る［二南たって、お金をかければいい 

というわしJ で'13 なく、効果が南って箇使で維持可能13 内容か充分結33すぺ3133511 る。 

空気の流れを解新してどことどこを開ければ効果的に換気できるかマ二-上アルにした 

り室温・濕度を維持しながら換気する中要性を研修したりするといいのではないかn 

空気j百浄機では迢気代のほか、 (3=3157やフィルター交換といった維持コA トの夐担ま 

で考えると安易に設戳すぺきものではない°例えぱェアドックの説明書を確讓してみ 

たが、水洗い可・不可の分かれたフィルター類6パーツを2か月に－度漓掃-4-るように 

とさ41 、つけ外しj:31序など細か＜指示されている。フィル文－に（ま限界が南り、濕度 

や設置場网iの汚れ具合で交換峙期が変わる°捕挨でき13 くなったノィルターで空気を 

循憬させれよ,空気'N浄機はただのエアロゾルまき敬5 し機となる。消掃やフィル 

ター交換の判晰ができる知識と時間のある職員がいる必-33がある°フィルターの交換 

麩用も予算の措吊’がなければできないので単年度の予算で外身を買え｛よ終わリとしで 

いては、肝心の中身が紲持できず4517駄を通リ越しで逆効果である°それでは空気｝肖浄 

機が置いて南る, という気分のためだけに導入したようなも01 になってしま-:1u 

検温システ厶や非按壯体温計式面温度は体漏では'13 い。外気にさらされて変動して 

いる表皮の温度を体核温（大動脈攀部の動脈温と脳の動脈潟）と宅え＼年齢や畤刻、 

測定部位、活勁30状況などを考えず37.S℃以上が発熱で南るとする(1)は誤った認識 

で、対策したつもりになっているだけ-13,南る。表面温度が暑い日1 高く、寒い曰113低 

＜出るのは当然のこと。意味がないの33早々3:3傚去すべき。 高齢者:おける体温の測 

定部位別H正常値（平均） '3:喧腦温37.1 'C,鼓膜温36.8'C . 3:1腔36,3'C,腋窩温 

18 36.25C成人男女の疋常体温は口膣内温度は男性で35.7-37.7'C,女性で33.2 -'--

38.15C.直腸漏では男性36.7- 37 . 531、女性36.8'C -37.1 'C,鼓膜温では男牲35 -5 -.-

37.55C、女性35.7 -.37. 5℃正蘿It 測定するI:は10分程度かけ13 必斐が而13 , 

子どもは皮府が蒲いため深部体温は大人と同じで1 腋窩温は高く出る。子どもの 

37.5'Cは少L走りまわればすぐなるが、高齡裹の37.5'Cはなかなかの発熱といえる° 

同じに考えるのは誤り75高るn 

ご意見いただきました初資については、国が示す備蕊水準の物資を備蓄したり、県等と連攬し提供 

体制を｛藩築します。また、刔策の内客や時期0)情報については、その時点で把握している科学的根拠 

等7:3:'づいた正確/)悩報を繰リ返L提供、共狗に努めて窿いります。 
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空気清浄機・換気扇や網戸の設置対策を導入司るにあたっで、お金をかければいい 

というわけではなく、効果が高って楠便で維持可能な内容か充分精1'f すべきで南る。 

空気の流れを解析L てどことどこを關ければ効果的に換気できるか√ニュアルにした 

り搴温・ ｝昂度在維持しながら換気する市要性を研修したりするといいのではないか。 

空気漓浄鬢では屯気代のほか、 ｝劑i;）やフイルタ－交換といった維掎コストの負担ま 

で考えると安易｛こ設礎すべきものではない。例えば：Iニアドックの税明書を罐i忍してみ 

たが、水洗い司・不可の分かれたフイルタ－娘6バ－ッ在2か月に- ・度％lj li l刈るように 

とされ、っけ外L順崢など細かく指示されている。7 イルタ－に1 I 界が藹り、灘度 

や設儷堀所の汚れ具合で交換時期が墅わる。捕襲できなくなワたノイル夕－で空氣を 

循塚させれ（よ、空気｝由浄機はただのエア口ゾルまき散らし｛驚となる。 jl\]d）やフイル 

タ－交換の判断ができる知識と時間の莇る職j）がいる必嬰がj5 る。 フイル棠－の交換 

費用も予IQ)j昔蹤がなけれぱできないので単年度の予獎で外身を買えぱ終わりとして 

いては、肝心の9身が維持できず無駄を通り越して逆幼柴で尚るJ それで撤空気淌浄 

機が匱いて尚る、という気分のためだけに導入Lたようなものになってしまう。 

20 

『避難所迎宮マニュアル「新型コ口ナウイルス感染症対策編」』 は、今も公閾され 

ていて更新されていないようだが、今後新型インフルエンリ“等が発生した畤にこの最 

初期の、 nf吸器感染症の特徼がまだわかっていない段階で作られた内容も今のうち（こ 

見直すペきで莇る0 エア口ゾルの出入りを妨げないマスクではかからないためには全 

く役に立たないが（厚生労勦省のイン-I ルエンリ广總合ペ－ジを見ても咳エチケットは 

症状の尚る人のもの） 「マスクN弊l]（睚眠中もできる限り｝ 」と書いてあり、マスク 

が巧爍て、きない人を排除するものになっている。 

アルコ－ル消莓槃も多用すれば化学物質過敏症の発症にっながり、これら感染剌籤 

期問中（こ発症や症状の悪化で外出もままならない生活になった人もおり、香料や抗菌 

成分配合の合成洗剤-〔＾はなく流水、石けんの手洗いを重視すペきて湯る。 「非按触型 

の体濫計が望ましいj という記述も見られるが、 こちらも先述のように非接鴃型が劃 

測L ているのは体温て＾はなく、また体40)定義も個人（こよって変動が火きくここ数年 

の対応のせいで37.5CCが奔熱と誤って広まっているので－律ではないと分かるように 

修正すペきである。今改定の目的が「有鬱の際の対応策を整J-Pするとともに、平Dfの 

備えの充寅を図る」ので南れば派生しで作られたマ二コア)t 類もこの機に見爾～必要 

が南る。 

当計画にっいて、庁囚で共有し、他計画と整合性が欣れるよう努めてまいリます。 なし 

2l 1o,-－ジ（4 ）対応期： c-i （製内14 -c感染が拡大し->14は-要-cはないか。 

ご指摘のとおリ、傅正さ已ていただきます。 

10 
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22 17ペ－ジ （ ）の後に割付か空白が余分に入っていると思われる個所があるので 

体裁を見直されたし。 

23 

19 --ジ［方向性］県による拈報提供・共粒が朽期な抽報源幼IIIT-置き換え忘れで 

はないか。 


